
　平成 27年度から国の子育てに関する制度が新しくなることを知っていますか？子育てをめぐるさまざま
な問題の解決と地域の子育て環境のいっそうの充実を目指して「子ども・子育て支援新制度」が始まります。
　新制度は、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくための新しいし
くみで、次の３つを目的としています。

　小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育園の 2 つが多く利用されてきました。新制度で
はそれに加えて、両方の良さをあわせ持つ「認定子ども園」の普及を図ったり、施設（原則 20 人以上）
よりも少人数の単位で 0 ～ 2 歳の子どもを預かる地域型保育事業など、新たな保育の場が創設されます。

※本市では、市内保育園はすべて新制度へ移行し、英和幼稚園も「幼稚園型認定こども園」に移行する
予定です。なお、白百合幼稚園・愛生幼稚園は今までと変わりません。

1. 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
　幼稚園と保育園の機能をあわせ持つ「認定こども園」
の普及を図ること。
具体的には、施設の設置手続きの簡素化や、財政措置の
見直しなどが検討されています。

2. 保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
　地域のニーズを踏まえ、認定こども園、幼稚園、保育
園、小規模保育などに対する設置等の促進や新たな財政
措置を行ない、待機児童の解消や、多様な教育・保育の
充実を図ること。

3. 地域の子ども・子育て支援の充実
　地域における子ども・子育てに関する様々なニーズに
応えられるように、「放課後児童クラブ」、「一時預かり」、

「延長保育」、「妊婦検診」などのサービスの拡充により
子ども・子育て支援の充実を図ること。

■問い合わせ　福祉課子育て支援担当（内線 173～175、179）

特
集

子どもたちの健やかな成長のために

子ども・子育て支援新制度

このため、今月は、平成27年4月からスター
トする予定の「子ども・子育て支援新制度」につ
いてご紹介します。

新制度で変わる主なポイント新制度で変わる主なポイント 新制度で増える教育・保育の場新制度で増える教育・保育の場

小学校以降の学習の基礎を作
るため、幼児期の教育を行う
施設

就労などのため、家庭で保育
できない保護者に代わって保
育（養護と教育）を行う施設

保護者の就労などにかかわら
ず、教育・保育を一体的に行
う施設

家庭的な雰囲気のもとで保育
を行う、定員 5人以下の家庭
的保育や、定員 6 〜 19 人の
小規模保育などの施設

幼稚園 保育園

3〜5歳
●利用時間：朝〜昼すぎ

利用時間や長期休養中に預かり保
育を実施している園もあります

0〜5歳
●利用時間：朝〜夕

0〜2歳
●利用時間：朝〜夕

0〜5歳
●利用時間

①朝〜昼過ぎ（3〜 5歳）
幼稚園と同じように預かり保育
を実施
②朝〜夕（0〜 5歳）
保育が必要な場合

設定こども園 地域型保育事業
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　新制度に移行する幼稚園や保育園の利用には、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受けることにな
ります。支給認定は３つの区分に分かれ、区分によって利用できる施設や入園手続きの仕方が異なります。
※新制度に移行しない幼稚園を希望する場合は認定の手続きは不要です。
※現在、利用中で来年度以降も引き続き利用する方も、新たに認定の手続きが必要になります。（園を通

してお知らせします）

　利用料金は、保護者等の所得に応じた負担（応能負担）が基本になります。具体的な金額は、国が決め
る水準を上限に市町村が設定することになります。韮崎市における利用料金については、決まり次第お知
らせします。
※ 現行制度を利用する幼稚園については、今までどおり幼稚園が独自に利用料を決定します。

保育の必要な事由（次のいずれかに該当することが必要です）
・就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など全ての就労を含む）
・妊娠・出産
・保護者の疾病・障がい　
・同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動（起業準備含む）
・就学（職業訓練校における職業訓練を含む）
・虐待や DV のおそれがあること
・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・その他、上記に類する状態として市が認める場合
※ 同居の親族による保育が可能な場合、利用の優先度が調整される場合があります。
※ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業等の場合、保育の優先的な利用が必要と判断されるこ

とがあります。
利用手続きの方法が変わります
●新たに市の認定が必要です

●従来の手続きと変更ありません

新制度で変わる主なポイント

新制度で変わる主なポイント

新制度で変わる主なポイント

新制度で変わる主なポイント

利用手続きの方法が変わります

利用に係る保育料は保護者の所得で異なります

利用手続きの方法が変わります

利用に係る保育料は保護者の所得で異なります

認定区分 対象年齢 利用時間・形態 利用できる施設

1 号
満３歳以上

教育標準時間 → 4 時間程度
※現在の幼稚園のような形態 認定子ども園・幼稚園

2 号 保育標準時間 → 11 時間（フルタイム就労を想定）
保育短時間 → ８時間（パートタイム就労を想定）
※現在の保育園のような形態

認定子ども園・保育園

3 号 満３歳未満 認定子ども園・保育園・地域
型保育事業など

保育園等での保育を希望するときは「保育の必要な事由」に該当することが必要です
ご注意ください！

各施設に直接申し込
む

市に「保育の必要性」
の認定申請および各
施設の利用申請を行
う

幼稚園に直接申し込
む

各施設から入園の内
定を受ける

市から「認定証」が交付される
【2・3号認定】

幼稚園から入園の内定を受ける

各施設を通じて「利
用のための認定」を、
市へ申請する

各施設を通じて、市
から「認定証」が交
付される
【1・２号設定】

申請者の希望、各施
設の状況などによ
り、市が利用調整を
する

各施設に入園す
る

利用先の決定後、
各施設に入園す
る

幼稚園に入園す
る

ご注意ください！

幼稚園（新制度）・認
定こども園を利用

保育所（園）・認定こ
ども園・地域型保育
を利用

幼稚園（現行の制度）
を利用
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　新制度では、すべての子育て世帯を支援していくため、地域のさまざまな子育て支援が充実されます。
■一時預かり
　急な用事や短期のパートタイム就労、リフレッシュタイムなど子育て家庭のニーズに合わせて一時預かり
が利用できます。　
　（保育園や子育て支援センターでの一時預かりや幼稚園や認定子ども園での園児を対象とした預かり保育）
■地域子育て支援センター
　地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所を提供しています。
■放課後児童クラブ
　保護者が昼間家庭にいない児童が、放課後に児童センターなどで過ごすことができるようなしくみです。
新制度では、対象年齢が小学校６年生まで拡大します。
■病児・病後児保育
　病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない時に、病院に付設されたスペースで預かります。

平成27年度 市立保育園入園児募集のお知らせ
■募集案内の配布　11月 25日（火）から
■配布場所　福祉課・市内各保育園及び児童センター・子育て支援センター（※月曜日定休）
■受付期間　12月 1日（月）～ 19日（金）の平日 8時 30分～ 17時 15分
※この期間を経過して提出した場合は第１次審査の対象外となりますのでご注意ください。
■受付場所　福祉課　子育て支援担当
※市外の施設の利用を希望される場合や４月以降に入所を希望される場合も、同日程で受付をします。
■問い合わせ　福祉課子育て支援担当　（内線 173 ～ 175・179）
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子ども・子育て支援新制度説明会を開催します
　市では、来年度入園予定の園児の保護者を対象に新制度に関する説明会を行います。
■日時　11月 13日（木）　15時から・19時から（昼夜 2回）
■場所　市民交流センターニコリ３階多目的ホール
※託児があります。
■問い合わせ　福祉課子育て支援担当　（内線 173 ～ 175・179）

新制度で既存のサービス内容も更に充実

子ども・子育て支援新制度説明会を開催します

新制度で既存のサービス内容も更に充実
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